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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第73期

第３四半期
累計期間

第74期
第３四半期
累計期間

第73期

会計期間

自平成24年
10月１日

至平成25年
６月30日

自平成25年
10月１日

至平成26年
６月30日

自平成24年
10月１日

至平成25年
９月30日

売上高 (千円) 14,668,330 16,640,382 20,203,288

経常利益(千円) 245,853 114,320 264,599

四半期（当期）純利益(千円) 235,877 98,793 252,932

持分法を適用した場合の投資利益 (千円) － － －

資本金 (千円) 1,249,889 1,269,897 1,269,897

発行済株式総数 (千株) 11,246 11,734 11,734

純資産額 (千円) 92,366 248,382 114,656

総資産額 (千円) 11,600,420 12,539,343 12,015,223

１株当たり四半期（当期）純利益金額(円) 20.98 8.42 22.49

潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額 (円) － － －

１株当たり配当額 (円) － － －

自己資本比率 (％) 0.7 1.9 0.9

　

回次
第73期

第３四半期
会計期間

第74期
第３四半期
会計期間

会計期間

自平成25年
４月１日

至平成25年
６月30日

自平成26年
４月１日

至平成26年
６月30日

１株当たり四半期純利益金額(円)又は四半期純損失金額（△）（円） 2.38 △1.07

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、「連結経営指標等」については記載しておりません。

２．売上高には消費税等は含まれておりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。
　

２【事業の内容】

　当第３四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について重要な変更はありません。
　
なお、第１四半期累計期間より、既存取扱商品の見直しと事業強化を目指し、「営業開拓部」に「総合食品チーム」

取扱の中国・タイを生産拠点とする小売・外食産業向け加工食品を統合するとともに、従来「生活産業部」で取扱って

いた全取扱商品を移管することで総合的な取扱商品群を形成し、地域を問わない新たな商流開拓を行わせることとし、

新生「生活産業部」には「総合食品チーム」が取り扱っていた量販店向け豚肉・加工食品を移管する報告セグメントの

区分変更を行っております。以上のことから、報告セグメントごとの売上高等につきましては前年同四半期累計期間の

実績を組み替えて比較しております。

詳細は、「第４ 経理の状況 １ 四半期財務諸表 注記事項(セグメント情報等)」に記載のとおりであります。　
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第３四半期累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載した事

業等のリスクについての重要な変更はありません。
　

重要事象等について

当社は、第69期及び第70期に多額の損失を計上したため、第71期及び第72期では資金の効率的活用と安定的な収益確

保を目的とした事業の見直しを行い、多額の資金を必要とする商品の取り扱いを減らし、不採算事業の休止・撤退等を

実施しましたことから、売上高が減少し、併せて営業損失・経常損失を計上いたしました。第73期におきましては当社

主力の鶏肉の販売が好調に推移したことから、営業利益・経常利益を計上しました。当第３四半期累計期間におきまし

ても、国内需給の引き締まる傾向が継続したことから、鶏肉・牛肉等の畜肉類の販売が堅調に推移し、売上高は

166億40百万円(前年同四半期累計期間比 13.4％増)となりましたが、円安による仕入価格の上昇もあり、営業利益は

１億79百万円(前年同四半期累計期間比 42.4％減)、経常利益は１億14百万円(前年同四半期累計期間比 53.5％減)、四

半期純利益が98百万円(前年同四半期累計期間比 58.1％減)となりました。

この結果、当第３四半期累計期間におきまして純資産が２億48百万円となりましたが、第69期より第72期まで４事業

年度連続して営業損失・経常損失を計上したことにより財務基盤が安定してないことから、継続企業の前提に重要な疑

義を生じさせるような状況が存在しております。
　

２【経営上の重要な契約等】

　当第３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結はありません。
　

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当第３四半期累計期間の末日現在において当社が判断したものであります。
　

(1) 業績の概況 

第74期第３四半期累計期間における我が国の経済は、４月に実施された消費税率引き上げ前の駆け込み需要等の影響

により国内需要が順調に拡大し、消費税率引き上げ後の景況感の悪化につきましても予想されていたレンジに納まった

ものとみられ、また、企業の設備投資につきましても、先行きの景気拡大をにらみ順調に推移しました。

このような環境下、当社が取り扱う国内生活関連商材の需要につきましても消費は堅調な動きを見せ、主要商材であ

る鶏肉・牛肉等の畜肉類等におきましては市場も底堅く、取扱数量・売上高とも順調に推移しました。 

この結果、当第３四半期累計期間における売上高は166億40百万円(前年同四半期累計期間比 13.4％増)となりました

が、国際価格の上昇及び円安等による仕入価格の上昇等を販売価格に転嫁しづらい局面が続き、営業利益は１億79百万

円(前年同四半期累計期間比 42.4％減)となり、経常利益は１億14百万円(前年同四半期累計期間比 53.5％減)、四半期

純利益98百万円(前年同四半期累計期間比 58.1％減)となりました。
　
セグメントごとの業績は次のとおりであります。
　

（食料部） 

鶏肉におきましては、季節的要因による需要の落ち込みはあったものの、比較的順調な市場価格が維持されるとと

もに、需給の引き締まった動きも継続し、取扱数量・売上高とも堅調に推移しました。牛肉につきましては、割高感

から一般家庭での消費低迷が続きましたが、外食向け加工原料の需要は根強く、取扱数量・売上高とも順調に推移し

ました。ハム・ソーセージの原料となる畜肉調製品につきましても需要の底堅い動きが続いたことから、取扱数量・

売上高とも順調に推移しました。

この結果、当第３四半期累計期間での売上高は、105億51百万円(前年同四半期累計期間比0.8％増)となりました。
　

（営業開拓部） 

中国向けに当社が取り扱う産業用車輌におきましては、中国の経済政策の重点がインフラ投資による需要拡大から

民間消費需要を拡大させる姿勢に移行する様相を呈する状況となったことから、取扱数量・売上高とも低迷しまし

た。船舶部品につきましては需要の掘り起こしを行う営業に徹することで、取扱数量・売上高とも回復してきまし

た。エンジン・車輌部品につきましては、日本製品への潜在的需要が強く、また、販売先の開拓にも努めた結果、取

扱数量・売上高とも着実に確保することができました。玄蕎麦につきましては、国産玄蕎麦の価格水準の低下から市

場価格が低迷し、輸入品の割安感が乏しい状態が続いたことから、取扱数量・売上高とも減少しました。大豆を含む

穀物類につきましても、当第３四半期累計期間を通じ需要が伸びず取扱数量・売上高とも減少しました。化学品につ

きましては、円安メリットの追い風もあり、インドをはじめとする既存顧客への輸出が伸びたことから、取扱数量・

売上高とも大幅に伸ばすことができました。総合食品チームが取り扱う畜肉・水産等の加工食品全般につきまして

は、当第３四半期累計期間を通じて需要は底堅い動きでしたが、円安の影響が販売価格を押し上げ、難しい局面を迎

えておりますが、積極的な営業努力を続けることで、取扱数量・売上高とも確保しております。

この結果、当第３四半期累計期間での売上高は、57億94百万円(前年同四半期累計期間比42.9％増)となりました。
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（生活産業部） 

スーパー・量販店向け豚肉及び加工食品につきましては、第３四半期累計期間を通じて、円安の影響と、北米での

豚流行性下痢(PED)の発生による生体価格の大幅な高騰による仕入価格の上昇が続きましたが、地道な提案営業と安

定的な供給努力が功を奏し、取扱数量・売上高とも積み上げることができました。

この結果、当第３四半期累計期間での売上高は、２億94百万円(前年同四半期累計期間比91.9％増)となりました。
　

(2) 事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期累計期間において、新たに発生した事業上及び財務上の課題はありません。
　

(3) 研究開発活動

該当事項はありません。
　

(4) 仕入、受注及び販売の状況

当第３四半期累計期間において、営業開拓部の仕入、受注及び販売実績が著しく増加しております。これは、主に新

規販売として船舶部品等の販売努力が反映されはじめたことによります。

①商品仕入実績

当第３四半期累計期間の商品仕入実績をセグメントごとに示すと、次の通りであります。

セグメントの名称

前第３四半期累計期間
自　平成24年10月１日
至　平成25年６月30日

当第３四半期累計期間
自　平成25年10月１日
至　平成26年６月30日

 
前年同期増減

 
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 比率（％）

食料部 10,268,871 11,094,879 826,007 8.0

営業開拓部 3,646,961 5,498,049 1,851,087 50.7

生活産業部 163,443 325,992 162,548 99.4

合計 14,079,276 16,918,920 2,839,644 20.1

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
　

②受注状況

当第３四半期累計期間の受注状況をセグメントごとに示すと、次の通りであります。

セグメントの名称 受注高 前年同期比(％) 受注残高 前年同期比（％）

食料部 10,958,713 98.1 1,160,264 85.1

営業開拓部 6,437,142 127.2 2,569,613 109.0

生活産業部 284,105 185.1 67,360 224.5

合計 17,679,961 107.9 3,797,237 101.3

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
　

③販売実績

当第３四半期累計期間の販売実績をセグメントごとに示すと、次の通りであります。

セグメントの名称

前第３四半期累計期間
自　平成24年10月１日
至　平成25年６月30日

当第３四半期累計期間
自　平成25年10月１日
至　平成26年６月30日

 
前年同期増減

 
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 比率（％）

食料部 10,461,756 10,551,492 89,735 0.8

営業開拓部 4,053,122 5,794,344 1,741,222 42.9

生活産業部 153,451 294,545 141,093 91.9

合計 14,668,330 　　　16,640,382 1,972,051 13.4

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
　

(5) 重要事象等の対応について

当社は、前記、「１ 事業等のリスク　重要事象等について」に記載いたしました、継続企業の前提に重要な疑義を

生じさせるような状況を解消するため、以下の施策を骨子とした経営改善計画の実現に取り組み、企業価値向上のため

事業改革を推進しており、着実に効果が現れはじめております。
　
①適正な仕入

商品の仕入につきまして、実需予測(３ヶ月程度先)の範囲内での仕入予約を行うとともに、特に相場の影響を受けや

すい畜肉類については仕入契約を細かく管理して需給に沿った適正仕入に努め、相場変動リスクの回避を図り、手堅く

利益を得る営業を行っております。
　
②売上高の増額

鶏肉・牛肉を中心とした畜肉類におきまして、商品の差別化等による営業が順調に推移したことなどにより、売上高

が166億40百万円と前年同四半期累計期間比13.4％増加となりましたが、更に営業開拓部の一次加工品及び加熱加工品

をはじめとして、三国間貿易や東南アジア地域への販売強化にも努めてまいります。
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③過度な取引集中リスクの排除

取引先の信用状況に注意を払い、過度な販売の集中化が生じた場合は、適時、取引先情報の収集に努め(原則、上場

会社の開示基準に準ずる情報収集)、取引が集中した場合に生じる不測のリスクを排除する体制の確立を図っておりま

す。
　
④新規商品の開拓

当社の主力マーケットである日本市場におきまして、今後、人口減・高齢化等が更に進むことにより、長期的な需要

縮小の懸念が、事業継続上の脅威となっていることから、当社の強み・経営資源を活用できる事業分野で、かつ将来性

のある新規商品と新規販売先の開拓を進めてまいります。
　
⑤コストの見直し

今後の事業収益及び将来性等を勘案して費用等の見直しを行い、メリハリを付けてまいります。
　

⑥資産処分

当社事業に直接関連のない保有不動産の売却について、引き続き検討してまいります。
　
⑦資本増強策

当第３四半期累計期間におきましても純資産が２億48百万円であることから、財務基盤の安定を図るため、引き続き

資本増強についての検討を進めてまいります。　
　

上記、対応策を柱として会社基盤の安定化を図るとともに、営業力の強化、手堅い収益の確保に努めてまいります。　
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 40,000,000

計 40,000,000
　

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成26年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成26年８月12日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 11,734,197 11,734,197

東京証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

(スタンダード)

単元株式数は

1,000株であります。

計 11,734,197 11,734,197 － －
　

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。
　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。
　

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。
　

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数(株)

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成26年４月１日～

平成26年６月30日
－ 11,734,197 － 1,269,897 － 1,231,838

　
（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成26年６月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式　 　　5,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式   11,721,000 11,721 －

単元未満株式 普通株式　　    8,197 － －

発行済株式総数 11,734,197 － －

総株主の議決権 － 11,721 －
　
②【自己株式等】

 平成26年６月30日現在

所有者の氏名又は
名称

所有者の住所
自己名義所有株
式数（株）

他人名義所有株
式数（株）

所有株式数の合
計（株）

発行済株式総数に対
する所有株式数の割
合（％）

太洋物産㈱
東京都中央区日本橋

小伝馬町12番９号
5,000 － 5,000 0.04

計 － 5,000 － 5,000 0.04
　

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について
当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第３四半期会計期間（平成26年４月１日から平成26

年６月30日まで）及び第３四半期累計期間（平成25年10月１日から平成26年６月30日まで）に係る四半期財務諸表に

ついて、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

 

３．四半期連結財務諸表について
四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則（平成19年内閣府令第64号）第５条第２項により、当

社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から見て、当企業集団の財

政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する合理的な判断を妨げない程度に重要性が乏しいものとし

て、四半期連結財務諸表は作成しておりません。

なお、資産基準、売上高基準、利益基準及び利益剰余金基準による割合はいずれも僅少であります。
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１【四半期財務諸表】
（１）【四半期貸借対照表】

（単位：千円）

前事業年度
(平成25年９月30日)

当第３四半期会計期間
(平成26年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,449,984 2,095,017

受取手形及び売掛金 4,426,300 4,897,534

商品及び製品 3,158,036 4,159,460

その他 146,583 531,356

貸倒引当金 △443 －

流動資産合計 11,180,462 11,683,368

固定資産

有形固定資産 349,948 344,865

無形固定資産 2,958 2,868

投資その他の資産

その他 799,341 826,469

貸倒引当金 △317,486 △318,230

投資その他の資産合計 481,854 508,239

固定資産合計 834,761 855,974

資産合計 12,015,223 12,539,343

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,175,286 1,132,303

短期借入金 9,446,837 9,229,199

未払費用 531,075 884,220

その他 284,738 630,985

流動負債合計 11,437,939 11,876,710

固定負債

長期借入金 291,900 219,000

退職給付引当金 109,098 114,027

その他 61,629 81,223

固定負債合計 462,628 414,251

負債合計 11,900,567 12,290,961

純資産の部

株主資本

資本金 1,269,897 1,269,897

資本剰余金 1,231,838 1,231,838

利益剰余金 △2,378,224 △2,279,430

自己株式 △719 △719

株主資本合計 122,791 221,585

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 5,552 32,915

繰延ヘッジ損益 △13,687 △6,118

評価・換算差額等合計 △8,134 26,797

純資産合計 114,656 248,382

負債純資産合計 12,015,223 12,539,343
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（２）【四半期損益計算書】
【第３四半期累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期累計期間
(自　平成24年10月１日
　至　平成25年６月30日)

当第３四半期累計期間
(自　平成25年10月１日
　至　平成26年６月30日)

売上高 14,668,330 16,640,382

売上原価 13,802,463 15,917,497

売上総利益 865,867 722,884

販売費及び一般管理費 554,719 543,731

営業利益 311,147 179,153

営業外収益

受取利息 1,504 188

受取配当金 2,036 1,485

為替差益 20,554 1,503

金利スワップ評価益 2,406 －

受取賃貸料 6,376 8,791

投資事業組合運用益 3,739 14,035

その他 682 485

営業外収益合計 37,299 26,490

営業外費用

支払利息 92,890 83,949

その他 9,702 7,374

営業外費用合計 102,593 91,323

経常利益 245,853 114,320

特別利益

固定資産売却益 － 1,366

投資有価証券売却益 7,865 －

受取保険金 15,104 －

投資有価証券償還益 1,750 －

特別利益合計 24,720 1,366

特別損失

固定資産除却損 － 77

固定資産売却損 － 145

子会社清算損 655 －

特別損失合計 655 222

税引前四半期純利益 269,918 115,464

法人税、住民税及び事業税 29,166 11,761

法人税等調整額 4,874 4,908

法人税等合計 34,041 16,670

四半期純利益 235,877 98,793
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【注記事項】

（継続企業の前提に関する事項）

当社は、第69期及び第70期に多額の損失を計上したため、第71期及び第72期では資金の効率的活用と安定的な収益確

保を目的とした事業の見直しを行い、多額の資金を必要とする商品の取り扱いを減らし、不採算事業の休止・撤退等を

実施しましたことから、売上高が減少し、併せて営業損失・経常損失を計上いたしました。第73期におきましては当社

主力の鶏肉の販売が好調に推移したことから、営業利益・経常利益を計上しました。当第３四半期累計期間におきまし

ても、国内需給の引き締まる傾向が継続したことから、鶏肉・牛肉等の畜肉類の販売が堅調に推移し、売上高は

16,640,382千円(前年同四半期累計期間比 13.4％増)となりましたが、円安による仕入価格の上昇もあり、営業利益は

179,153千円(前年同四半期累計期間比 42.4％減)、経常利益は 114,320千円(前年同四半期累計期間比 53.5％減)、四

半期純利益が 98,793千円(前年同四半期累計期間比 58.1％減)となりました。

この結果、当第３四半期累計期間におきまして純資産が 248,382千円となりましたが、第69期より第72期まで４事業

年度連続して営業損失・経常損失を計上したことにより財務基盤が安定してないことから、継続企業の前提に重要な疑

義を生じさせるような状況が存在しております。

当社は、上記、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況を解消するため、以下の施策を骨子とした経営

改善計画の実現に取り組み、企業価値向上のため、事業改革を推進しており、着実に効果が現れはじめております。
　

(1)適正な仕入

商品の仕入につきまして、実需予測(３ヶ月程度先)の範囲内での仕入予約を行うとともに、特に相場の影響を受けや

すい畜肉類については仕入契約を細かく管理して需給に沿った適正仕入に努め、相場変動リスクの回避を図り、手堅く

利益を得る営業を行っております。
 

(2)売上高の増額

上記において記載させていただきましたように、鶏肉・牛肉を中心とした畜肉類におきまして、商品の差別化等によ

る営業が順調に推移したことなどにより、売上高が 16,640,382千円と前年同四半期累計期間比 13.4％増加となりまし

たが、更に営業開拓部の一次加工品及び加熱加工品をはじめとして、三国間貿易や東南アジア地域への販売強化にも努

めてまいります。
 

(3)過度な取引集中リスクの排除

取引先の信用状況に注意を払い、過度な販売の集中化が生じた場合は、適時、取引先情報の収集に努め(原則、上場

会社の開示基準に準ずる情報収集)、取引が集中した場合に生じる不測のリスクを排除する体制の確立を図っておりま

す。
 

(4)新規商品の開拓

当社の主力マーケットである日本市場におきまして、今後、人口減・高齢化等が更に進むことにより、長期的な需要

縮小の懸念が、事業継続上の脅威となっていることから、当社の強み・経営資源を活用できる事業分野で、かつ将来性

のある新規商品と新規販売先の開拓を進めてまいります。　
　

(5)コストの見直し

今後の事業収益及び将来性等を勘案して費用等の見直しを行い、メリハリを付けてまいります。
　

(6)資産処分

当社事業に直接関連のない保有不動産の売却について、引き続き検討してまいります。
　

(7)資本増強策

当第３四半期累計期間におきましても純資産が 248,382千円であることから、財務基盤の安定を図るため、引き続き

資本増強についての検討を進めてまいります。
　
上記、対応策を柱として経営基盤の安定化を図るとともに、営業力の強化・手堅い収益の確保に努めてまいります。

しかしながら、これらの対応策を推し進めましても、当社が目標とする業績の達成につきましては、消費動向の不透明

感や経済環境等の変化、取引先等の業容にも大きく影響されることから、現時点では継続企業の前提に関する重要な不

確実性が認められます。なお、財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実

性の影響を財務諸表には反映しておりません。
　

（四半期貸借対照表関係）

輸出手形割引高

 
前事業年度

（平成25年９月30日）
当第３四半期会計期間
（平成26年６月30日）

輸出手形割引高 33,254千円 18,218千円
　

（四半期損益計算書関係）

該当事項はありません。
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（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期累計期

間に係る減価償却費は、次のとおりであります。

　
前第３四半期累計期間

（自　平成24年10月１日
至　平成25年６月30日）

当第３四半期累計期間
（自　平成25年10月１日
至　平成26年６月30日）

減価償却費 19,382千円 15,666千円
　

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期累計期間（自 平成24年10月１日 至 平成25年６月30日）

配当に関する事項

該当事項はありません。
　

Ⅱ　当第３四半期累計期間（自 平成25年10月１日 至 平成26年６月30日）

配当に関する事項

該当事項はありません。
　

（持分法損益等）

該当事項はありません。
　

（企業結合等関係）

該当事項はありません。
　

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期累計期間（自平成24年10月１日　至平成25年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

　
食料部 営業開拓部 生活産業部

調整額
（注）１

四半期損益計算書
計上額（注）２

売上高 　 　 　 　 　

外部顧客への売上高 10,461,756 4,053,122 153,451 － 14,668,330

セグメント間の

内部売上高又は振替高
－ － － － －

計 10,461,756 4,053,122 153,451 － 14,668,330

セグメント利益又は損失（△） 466,732 54,233 △25,559 △184,258 311,147

(注)１．セグメント利益又は損失(△)の調整額△184,258千円は、報告セグメントに帰属しない一般管理費でありま

す。

２．セグメント利益又は損失(△)は、四半期損益計算書の営業利益と一致しております。
　

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。
　
Ⅱ　当第３四半期累計期間（自平成25年10月１日　至平成26年６月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

　
食料部 営業開拓部 生活産業部

調整額
（注）１

四半期損益計算書
計上額（注）２

売上高 　 　 　 　 　

外部顧客への売上高 10,551,492 5,794,344 294,545 － 16,640,382

セグメント間の

内部売上高又は振替高
－ － － － －

計 10,551,492 5,794,344 294,545 － 16,640,382

セグメント利益又は損失（△） 342,181 53,596 △41,366 △175,257 179,153

(注)１．セグメント利益又は損失(△)の調整額△175,257千円は、報告セグメントに帰属しない一般管理費でありま

す。

２．セグメント利益又は損失(△)は、四半期損益計算書の営業利益と一致しております。
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２．報告セグメントの変更等に関する事項

当社は、平成25年10月１日に既存取扱商品の見直しと事業強化を目指し、「営業開拓部」に「総合食品チーム」

取扱の中国・タイを生産拠点とする小売・外食産業向け加工食品を統合するとともに、従来「生活産業部」で取

扱っていた全取扱商品を移管することで総合的な取扱商品群を形成し、地域を問わない新たな商流開拓を行わせる

ことといたしました。新生「生活産業部」には「総合食品チーム」が取り扱っていた量販店向け豚肉・加工食品を

移管する組織変更を行っております。

この結果、第１四半期累計期間より、当社の報告セグメントは「食料部」「営業開拓部」「生活産業部」となり

ました。

なお、前第３四半期累計期間の報告セグメント情報は変更後の報告セグメントに基づき作成しております。
　

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。
　

（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
前第３四半期累計期間

（自 平成24年10月１日
至 平成25年６月30日）

当第３四半期累計期間
（自 平成25年10月１日
至 平成26年６月30日）

１株当たり四半期純利益金額 20.98円 8.42円

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 235,877 98,793

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 235,877 98,793

普通株式の期中平均株式数（株） 11,240,612 11,728,412

(注)潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
　

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
　

２【その他】

該当事項はありません。　
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 
平成26年８月12日

太洋物産株式会社

取締役会　御中
　

 新日本有限責任監査法人
　

　
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 布施木　孝叔　印

　

　
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 千 足　 幸 男　印

　
　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている太洋物産株式会

社の平成25年10月１日から平成26年９月30日までの第74期事業年度の第３四半期会計期間（平成26年４月１日から平成26

年６月30日まで）及び第３四半期累計期間（平成25年10月１日から平成26年６月30日まで）に係る四半期財務諸表、すな

わち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
　
四半期財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に

表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　
監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論

を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四

半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、太洋物産株式会社の平成26年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終

了する第３四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められ

なかった。
　
強調事項

継続企業の前提に関する事項に記載されているとおり、会社は、第69期及び第70期に多額の損失を計上したため、第

71期及び第72期では資金の効率的活用と安定的な収益確保を目的とした事業の見直しを行い、多額の資金を必要とする

商品の取り扱いを減らし、不採算事業の休止・撤退等を実施したことから、売上高が減少し、併せて営業損失・経常損

失を計上した。第73期においては当社主力の鶏肉の販売が好調に推移したことから、営業利益・経常利益を計上した。

当第３四半期累計期間においても、国内需給の引き締まる傾向が継続したことから、鶏肉・牛肉等の畜肉類の販売が堅

調に推移し、売上高は16,640,382千円(前年同四半期累計期間比 13.4％増)となったが、円安による仕入価格の上昇もあ

り、営業利益は179,153千円(前年同四半期累計期間比 42.4％減)、経常利益は114,320千円(前年同四半期累計期間比

53.5％減)、四半期純利益が98,793千円(前年同四半期累計期間比 58.1％減)となった。この結果、当第３四半期累計期

間において純資産が248,382千円となったが、第69期より第72期まで４事業年度連続して営業損失・経常損失を計上した

ことにより財務基盤が安定してないことから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しており、

現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる。なお、当該状況に対する対応策及び重要な不確実性

が認められる理由については当該注記に記載されている。四半期財務諸表は継続企業を前提として作成されており、こ

のような重要な不確実性の影響は四半期財務諸表に反映されていない。

当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。
　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　　上
　

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途
保管しております。

  　　２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。 
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